
排水設備とは、下水を下水道管に流入させるために設置する取付管や宅内のます等のことです。
下水道法第10条、第11条の3では次のように義務づけられています。

【引用 水道ＰＲパッケージ】

1．給水装置について

2．排水設備について

所有者の管理 上下水道部の管理

供用開始から３年以内に水洗便所に改造し、下水道へ
接続することになっています。

供用開始後すみやかに排水設備を設置し、下水道へ
接続することになっています。

8.施設管理区分

給水装置とは、配水管から分岐した給水引込管とそれに直結している給水器具のことです。

水道メーターは水の使用量を計る計量器です。
水道メーターを検針して使用量を計り、水道料金や下水道使用料を算出する根拠としています。
一宮市では、2か月ごとに検針を行っています。また、計量法に基づき８年の検定有効期限が切れる前に水

道メーターの取替を計画的に行っています。

＜ 水道メーター ＞ 【数字版(デジタル表示部)】
白数字は立方メートル( )
赤数字は100リットル(L)

【数字版(アナログ表示部)】
赤い矢印
10リットル(L) 
および 1リットル(L)

【パイロット】
水を使用している時に
回転しています。

公
私
境
界

所有者の管理 上下水道部の管理

くみ取り便所を使用している場合

水道メーター 止水栓

浄化槽を使用している場合

※全ての蛇口を閉めてもパイロットが
回転している場合は、漏水の可能性
があります。
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